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（注意） 

１．問題冊子（表紙を含む）は２枚です。 

２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 

３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 

４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入して

も構いません。 

５．解答にあたっては、どの問題から解答しても構いません。ただし、どの問

題についての解答であるのかを答案中に明示してください。 

  



令和６年度（2024年度）金沢大学法科大学院入学試験問題 

 

試験科目 民     法 

 

以下の問題について解答しなさい。 

 

問題１（１２点） 

民法９４条２項の類推適用について、簡潔に説明しなさい。民法９４条２項

が類推適用される具体的事例も挙げること。 

 

問題２（１３点） 

次の事例を読み、［問い］に答えなさい。 

 

Ａ社の被用者Ｂは、Ａ社における取引関係・金融関係の事務を担当し、Ａ社

が取得した担保物件の売却処分にかかわることもあったが、売却処分をする決

定権限は有していなかった。 

 某日、Ａ社が有する甲不動産を買い受けたいというＣが、Ａ社をたずねた。

Ｃと面会したＢは、甲不動産をＣに売却して、その代金を自ら利得しようと考

えた。Ｂが、Ｃに対し、「営業部長兼経理部長Ｂ」と記載された名刺を渡して、

自身が不動産の売却担当だと説明すると、Ｃは、Ｂの発言を信じ、その後、Ｂ

の権限について何ら調査をすることはなかった。 

 Ｃは、Ｂとの間で、Ａ社から甲不動産を買い受ける旨の契約を締結し、Ｂに

代金３０００万円を支払った。しかし、甲不動産がＣに引き渡されることはな

く、Ｂとは全く連絡がつかなくなった。 

 

［問い］ 

 Ｃは、Ａ社に対し、Ｂにだまし取られた金額について、損害賠償を求めるこ

とができるか。 

 

以上 

 


